「障害者移動支援事業」重要事項説明書
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社会福祉法人西条市社会福祉協議会

当事業所は西条市の指定を受けています。
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１　事業者

	名　称
	社会福祉法人　西条市社会福祉協議会


	所在地
	愛媛県西条市周布606-1

	電話番号
	０８９８-６４-２６００

	代表者氏名
	会長　岡　田　澄　雄

	設立年月日
	平成１６年１１月１日


２　事業所の概要

	事業所の種類
	障害者移動支援指定事業所

	事業の目的
	社会福祉法人西条市社会福祉協議会が設置する西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター小松（以下「事業所」という。）において実施する指定障害福祉サービス事業の移動支援（以下「指定移動支援」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定移動支援の円滑な運営管理を図るとともに、障がい者、障がい児及び障がい児の保護者（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定移動支援の提供を確保することを目的とします。

	事業所の名称
	西条市社会福祉協議会

ヘルパーセンター
	西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター　西条
	西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター　小松

	事業所の所在地
	西条市周布606-1
	西条市神拝甲324-2
	西条市小松町新屋敷乙48-1

	電話番号
	0898-76-7055
	0897-56-7880
	0898-72-6363

	管理者氏名
	安　永　正　徳
	塩　崎　昭　次
	越　智　敏　雄

	ヘルパー数
	常勤８ 非常勤１9
	常勤8　非常勤10
	常勤3　非常勤５

	事業の内容
	障がい者等の身体的介護、見守り、助言、誘導等の支援（以下「サービス」
という。）を行うものとする。

	開設年月日
	平成１８年１０月１日

	事業所が行っている他の業務
	指定訪問介護、指定第１号訪問事業、障害者指定居宅介護、指定同行援護


　　※職員の配置については、全員が必要資格を有し、指定基準を遵守しています。
３　事業実施地域
	事業実施地域
	西条市内


４　営業時間等

	営業日
	月曜日～金曜日（国民の祝日、12月29日～1月3日までを除く）

	営業時間
	上記営業日の午前８時３０分～午後5時１５分

	ｻｰﾋﾞｽ提供日
	天災その他やむを得ず業務を遂行できない日を除いた営業日

	ｻｰﾋﾞｽ提供時間
	午前８時～午後６時（要相談）


５　事業所の職員の職務内容
	職種
	職務内容

	管理者
	管理者は、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行います。

	サービス提供責任者
	①　利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した移動支援計画を作成し、利用者等及びそのご家族にその内容を説明し、その計画書を交付します。
②　移動支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を行います。
③　利用の申し込みに係る調整や従業者に対する技術指導等を行います。


	従業者
	①　移動支援計画に基づきサービスを提供します。
②　サービス提供後、サービスの提供日時、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。


　
・当事業所では、利用者に対して指定移動支援サービスを提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。

６　サービスの主たる対象者について（該当する障がい種別を記入）
	移動支援
	身体障がい者（児）・知的障がい者（児）・精神障がい者


７　料金および利用者負担額について
（１）サービスの料金と利用者負担額と利用者負担額の上限等について（別紙料金表参照）
①　サービスを利用した際の利用者負担額は、別表によるサービス単価に基づき算定した利用額の１割を事業者にお支払いいただきます。
　　②　利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これらのサービスのご利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額は変わることがあります。
（２）利用の中止、変更、追加
　　①　利用予定日の前に、利用者の都合により、指定移動支援サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を契約支給量の範囲内で追加することができます。この場合にはサービス実施日の前々日までに事業者に申し出てください。
（３）その他
①　通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費はいただきません。
②　サービス（基本的に自宅から外出して自宅に帰ってくるまで）中の外出の際の交通費は全額ヘルパー分も含め利用者の負担となります。博物館、遊園地等娯楽施設等の入館料も利用者の負担となります。
８　利用料の請求および支払い方法について
　　利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月ごとに計算し、現金又はご契約者から届出のあった金融機関口座より自動引き落としによりお支払いいただきます。（集金代行会社　株式会社いよぎんコンピュータサービス）
９　サービスの提供にあたっての留意事項

（１）市町村の支給決定内容等の確認
　　 サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量等に変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
（２）移動支援計画等の変更等
　　　利用者等の心身の状況や意向等の変化により、利用者等や相談支援事業者と相談の上必要に応じて変更することができます。
　　　また、サービス利用の変更・追加は、従業者の稼働状況により利用者等が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者等に提示する等必要な調整をいたします。
（３）サービス提供を行う訪問介護員

　　　サービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。

（４）訪問介護員の交代

　　　担当する訪問介護員の交代を希望される場合又は事業所の事情による場合には、あらかじめ契約者と協議します。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。

（５）訪問介護員の禁止行為
　  訪問介護員はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
①　医療行為
②　利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
③　利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④　利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤　身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
　 　  (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥　利用者又は家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為
１０　緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、当事業所へ連絡を行うとともに、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
	緊急時の連絡先

及び受付時間
	所在地　西条市小松町新屋敷乙48-1　西条市社会福祉協議会
電話番号　０８９８－72－６３６３
受付時間　午前８：３０～午後５：１５


１１　事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定移動支援の提供により事故が発生した場合は、市町村及び利用者の家族、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録します。

また、万一の事故に備え、損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。

１２　虐待の防止について
　　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
①　虐待防止に関する責任者を選定しています。
	虐待防止に関する責任者
	管理者　　　越智　敏雄


②　成年後見制度の利用を支援します。
③　苦情解決体制を整備しています。

④　従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑤　虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知します。

１３　秘密の保持と個人情報の保護について
事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由もなく、第三者に漏らしません。
事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者の就業規則等に定めます。
１４　身分証携帯義務

　　　指定移動支援従事者は、常に身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

１５　サービス提供の記録

　　①　移動支援計画及びサービス提供ごとの記録は、その完結の日から５年間保存いたします。
　　②　当事業所では、関係法令（及び西条市社会福祉協議会個人情報保護規程）に基づいて、利用者の記録や情報を適正に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。）

１６　苦情等の受付について（契約書第14条参照）
（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談係）

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続き等サービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。

○お客様相談係＜苦情受付窓口（担当者）＞　サービス提供責任者　　

　　　　○電話番号　　　０８９８－72－６３６３
　　　　○受付時間　　　毎週月曜日～金曜日　　午前８：３０～午後５：１５
（２）その他

当会以外に、市の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

	西条市福祉部
地域福祉課 障がい支援係
地域福祉課 障がい給付係
	電話　0897-56-5151
	平日

午前８：３０～午後５：１５


（３）サービス提供に関する苦情の解決の流れは、次のとおりです。

　　①　利用者への通知は、施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情受付担当者等苦情解決の仕組みについて周知します。

　　②　苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付けます。

　　③　苦情受付の報告・確認をします。

　　④　苦情解決に向けての話し合いをします。

　　⑤　苦情解決の記録、報告します。

　　⑥　解決結果を公表します。
１７　第三者による評価の実施状況
	第三者による評価の実施状況
	1　あり
	実施日
	

	
	
	評価機関名
	

	
	
	評価の開示
	1　あり　　　2　なし

	
	2　なし


指定移動支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　事業者

社会福祉法人西条市社会福祉協議会

西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター小松
説明者　職名　　サービス提供責任者     　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定移動支援の提供開始に同意し
ました。

令和　　　年　　　月　　　日

利用者
＜住所＞　　　　　　　　　　　　　　　
＜氏名＞　　　　　　　　　　　　　　印
代理人

＜住所＞　　　　　　　　　　　　　　　

＜氏名＞　　　　　　　　　　　　　　印
＜続柄＞　　　　　　　　　　　　　　　
個人情報使用同意書

私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。

記

１　使用する目的

事業者が、障害者総合支援法に関する法令に従い、私の移動支援計画に基づき、サービスを円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。

２　使用にあたっての条件

個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際

には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。

３　個人情報の内容

· 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者が指定移動支援を行うために最低限必要な利用者や家族個人に関する情報。

· その他の情報

※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別さ

れ、又は識別され得るものをいいます。

令和　　年　　月　　日

西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター小松　管理者　あて

利用者
＜住所＞　　　　　　　　　　　　　　　
＜氏名＞　　　　　　　　　　　　　　印
□ 家族の代表者

＜住所＞　　　　　　　　　　　　　　　
＜氏名＞　　　　　　　　　　　　　　印
· 代理人

＜住所＞　　　　　　　　　　　　　　　

＜氏名＞　　　　　　　　　　　　　　印
＜続柄＞　　　　　　　　　　　　　　　
※当事業所はご契約者に対して障害者移動支援サービスを提供します。


事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。


西条市に地域生活支援事業利用申請書を提出し利用決定を受け、地域生活支援事業受給者証を交付された方が対象となります。









